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防犯活動団体の活動内容等の公表に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例（平成 19 年高知県条例

第９号。以下「条例」という。）第 13 条に規定する防犯活動団体の活動内容等の公表

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（公表の対象となる団体） 

第２条 公表の対象となる団体は、次の要件の全てに該当する団体とする。 

(1) 自治会、PTA、婦人会、老人クラブ等の地域的な共同活動を行う団体（地域活動団

体）のうち、犯罪のない安全安心まちづくりを行う団体であること。 

(2) 団体に会則又は規約が定められており、継続的な活動が行われていること。  

(3) 規約、会則又は年次活動計画に犯罪のない安全安心まちづくりを行うことが記載

されていること。 

 (4) 暴力団でないこと。また、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこ

と。 

 (5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者

（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこ

と。 

 (6) 営利企業でないこと。 

 

（公表する内容） 

第３条 公表する内容は、次のとおりとする。ただし、第８号の連絡先については、防

犯活動団体が公表を承諾した項目のみを公表するものとする。 

 (1) 団体名 

 (2) 設立目的 

 (3) 設立年月日 

 (4) 代表者名 

 (5) 構成員人数 

 (6) 活動地域 

  (7) 活動内容 

 (8) 連絡先 

 

（公表の手続） 

第４条 公表は、県のホームページにおいて行う。  

２ 公表に当たっては、防犯活動団体の代表者が知事に、当該団体の活動内容等を記載

した公表申込（承諾）書（別記様式）を提出するものとする。  

３ 前項の公表申込（承諾）書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 会則又は規約 

 (2) 活動内容等を明らかにした活動計画書 

 

（調査） 

第５条 知事は、必要に応じて、防犯活動団体の活動状況等を調査できるものとする。  
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（公表内容の変更） 

第６条 第４条第 1 項の規定により公表された防犯活動団体は、当該団体の公表内容に

変更があった場合は、第４条第２項の公表申込（承諾）書に基づき、遅滞なく、変更

の届出をしなければならない。 

 

（公表の取消し） 

第７条 知事は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、公表を取り消すことが

できる。 

 (1) 団体の代表者から公表している内容の削除の申出があったとき。 

 (2) 第４条第２項の公表申込（承諾）書及び同条第３項の添付書類に虚偽があったと

き。 

 (3) 団体の構成員が社会的信用を失墜する行為を行ったとき。  

 (4) 第２条の公表の対象となる団体の要件を満たさなくなったとき。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 知事は、公表にあたっては、個人情報の適正な管理に努めなければならない。  

 

   附 則 

 この要綱は、平成 19 年５月 28 日から施行する。 

 

 

 

 



公表の項目

団体の名称

設立年月日

設 立 目 的

代 表 者 名

構成員人数

活 動 地 域

住所　 〒

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

電子メールアドレス

ホームページアドレス　　http://

　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　防犯活動団体の活動内容等の公表申込（承諾）書

団 体 名

代表者名

（注）　内容の変更時は、変更になった項目のみ記入してください。

防犯パトロールなど地域安全活動

学校、通学路等の安全を確保する活動

少年の健全育成に関する活動

地域の環境浄化活動

高知県知事　　　殿

内　　　　　　　　　　　　　　容

活動内容
(複数回答可)

１回当たりの参加人数（　　　　　　　　人）

高齢者、障害者、女性、子ども等特に防犯上配慮を要する者の安全を確保する活動

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

具体的な活動内容

人（平成　　　　　年　　　　　月現在）

実施頻度（　　　月　　　　　回程度　　　　・　　　週　　　　　　回程度　　・　　不定期）

別記様式

連　絡　先
(公表の可否について確実
にチェックをお願いします。)

　 防犯活動団体の活動内容等の公表に関する要綱第４条第２項の規定に基づき、団体の下記項目につい
て、高知県が公表することを申込（承諾）します。

新規登録 

内容変更 

可 不可 

可 不可 

可 不可 

可 不可 

可 不可 

可 不可 


